
合
一
)
郷
庄
l
越
資
質
三
州
志
凶
純
村
籍
に
、
小
松
町

は
商
代
郷
・艦
梅
郷
・附
前
津
郷
の
入
舎
と
し
て
あ
る
o

x能
楽
部
名
蹴
誌
に
は
板
偉
郷
だ
と
す
る
。

〈三
U

町
名

l
小
校
町
に
於
け
る
明
治
五
年
十
一
且
の

町
名
は
左
の
辺
で
あ
っ
た
。

茶

屋

町

新

町

泥

町

細

工

岡

松

任

町

校

任

町
地
方
新
鍛
冶
屋
町
竹
島
材
木
町
地
子
町

中
町
中
町
地
方
京
町
小
馬
出
町
門
前
出
町

叩
山
田
町
地
方
向
野
地
方
西
川
新
大
工
町
寺

町
本
鍛
治
町
拍
車
姉
屋
町
大
文
字
削
本
大
工

町
間
助
町
八
日
市
町
八
日
市
町
地
方

上
本

折
町
本
折
町
三
目
前
町
三
目
前
町
地
方
東

町
土
田
原
町

右
の
内
、
明
治
中
訟
任
町
地
方
を
松
任
川
に
、
竹
島

を
小
馬
出
向
に
併
合
し
、
大
正
五
年
に
は
東
町
の
一

郎
を
附
い
て
飴
屋
町
と
し
た
。

コ
マ
ツ
イ
ナ
リ
シ
ヤ

小
松
稲
荷
社

i
f
コ
ク

ジ
イ
ナ

H
Y
ヤ
五
穀
寺
府
荷
祉
。

コ
マ
ツ
ウ
マ
マ
ハ
リ
小
松
馬
廻

寛
永
十
六
年

前
旧
利
治
小
訟
城
を
蒐
装
と
定
め
、
同
年
入
且
三
日

之
に
従
ふ
御
山内遡
二
十
四
人
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
以

後
交
替
等
に
よ
っ
て
人
名
は
同
じ
く
な
い
。
純
分
も

あ
っ
た
と
見
え
、
利
治
鎚
去
の
時
に
は
三
組
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
成
治
二
年
二
且
諮
士
を
金
搾
に
羽
返
し

た
が
、
御
府
組
十
八
人
外
に
諮
問山二
人
を
叫
制
さ
れ

た
o
爾
来
こ
の
制
辿
納
し
、
後
院
で
は
御
府
組
二
十

人
・番
町
二
人
と
な
っ
た
。

コ
マ
ツ
ウ
マ
マ
ハ
リ
パ
ン
ガ
シ
ラ
小
松
馬
廻
番

頭
小
松
御
馬
遡
御
番
頭
は
瓜
治
二
年
制
来
語
左
衛

門
今
村
助
太
夫
の
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
初
で
あ
る
。

口
正
よ
り
辿
約
L
、
延
期
叫
五
年
=
一
且
十
九
日
役
料
百
石

絡
を
賜
は
っ
た
。

コ
マ
ツ
オ
モ
テ

一
る
の
訟
に
係
る
も
の
で
、
我
が
凶
に
来
的
し
た
笛
館

一
北
枕
し
て
丸
山
・下
胞
川・
挟
石
を
縦
、
小
又
の
南
方

で
は
な
い
。

H
つ
天
お
の
特
に
之
を
悦
び
給
J
た
の

一
一
粁
あ
た
り
か
ら
京
間
に
折
れ
、
河
内
の
東
南
に
出

は
、
使
人
が
川
端
風
に
迦
ひ
な
が
ら
生
命
を
全
う
し
た

一
で
、
字
削
同
地
を
総
て
山
元
川
を
入
れ
、
東
南
に
抗
れ

こ
と
で
あ
っ
て
、
品川
に
彼
等
の
私
停
を
耐

L
総
う
た

一
て
穴
水
跨
に
入
る
。
流
棋

一
九
粁
。

前
り
で
は
な
か
っ
た
。
高
尚
と
の
交
通
路
は
古
へ
よ

一

コ
守
主
ダ
ニ

小
又
谷

能
渋
柿
風
臥
の
郎
沼
南

b
九
州
で
あ
っ
た
が
、
今
次
始
め
て
細
に
来
訪
し
た

一
方
の
探
谷
で
、
そ
の
水
明
谷
の
そ
れ
と
合
し
、
停
泊

と
い
ふ
文
は
、
一
枯
も
艇
を
容
れ
る
係
地
が
な
い
。
そ

一
川
に
自
ぐ
。

の
屯
苦
情
す
と
い
ふ
如
き
は
何
の
以
保
を
も
見

一

コ
マ
チ

小
町

回
一
語
七
浦
圧
に
臨
す
る
邸
前
。

ぬ
o

-
明
治
巾
に
歪
り
、
思
杉
・新
保
・
上
・
紙
座
・
抽
出
と
合

会一
〉叫也
君
に
闘
す
る
挺
悦

l
大
日
本
地
名
跡
内
は
、

一
例
し
て
上
山
と
山
都
し
た
。

こ
の
僚
の
泊
予
ゼ
一
品
芯
深
江
川
附
池
山
た
る
辺
氏
で
あ
る

一

コ
マ
チ
ガ
ハ

小
町
川

思

議

小
川
領
山
か
ら

と
な
し
、
凶
道
本
紀
腕
械
の
加
立
凶
活
た
る
道
お
は

一
抗
出
し
、
部
二
V
〈
鎖
で
上
大
押
印
川
に
E
m
A
O
h

ふ
。
結
合

夙
く
亡
び
、
仁
徳
の
閣
に
=
一
山
崎
君
が
代
っ
て
れ
説
凶

一
ま
で
の
抗
税
二
粁
二
許
。

訟
で
あ
っ
た
。
然
ら
げ

m
m人
波
仰
の
川
、
れ
践
に

一

コ
マ
ヂ
ヨ

小
間
千
代

沼
町
制
梢
見
に
コ
マ
ヂ

遺
骨
臼
は
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
百
人
は
凶

一
ヨ
と
稿
す
る

一
民
家
が
あ
っ
た

o
m々
姓
を
脇
飯
、

治
本
紀
の
到
我
凶
遣
の
僚
を
百
泌
す
る
も
の
で
あ

一
れ
を
小
川
「
代
と
い
ひ
、
名
伎
の
後
間
で
あ
る
と
い

り
‘
日
つ
加
江
川
問
迭
で
あ
っ
た
道
沿
は
出
も
災
亡
せ

一
は
れ
て
似
た
。

ざ
る
こ
と
、
明
染
問
に
於
い
て
加
れ
捕
の
大
鮒
又
は

一

コ
マ
ツ

小
松

(
一
)
沿
亦
|
能
災
川
小
松
は
、

主
聞
に
遊
君
が
あ
っ
た
の
で
知
ら
れ
る
。
大
日
本
地

一
掛
川
に
憐
せ
ら
れ
て
、
域
一
刊
を
仙
川
へ
る
に
勝
地
で
あ

名
酢
桜
前
引
山
民
俗
紙
誌
に
、
父
欽
明
紀
そ
引
い
て
、

一
っ
た
o
是
を
以
て
一

向

一
伎
の
尚
魁
に
し
て
早
〈
屈

そ
の
他
闘
は
伎
の
市
芯
加
で
、
佐
渡
の
刑
判
炉
な
ら
ざ

一
似
を
む
い
た
も
の
が
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
今
明
開
削

る
べ
か
ら
ず
と
し
た
も
、
同
一
の
烈
諮
一
仁
あ
る
o
道

一
を
得
ぬ
o
天
正
中
柴
川
勝
家
こ
の
地
を
取
り
、
八
年

沼
の
族
が
越
後
・佐
穂
に
紫
祈
し
た
こ
と
は

meAで
一
信
長
の
命
に
よ
っ
て
村
上
削
紛
の
封
ぜ
ら
れ
る
に
及

あ
る
が
、
江
川
山
国
が
そ
の
非
献
を
知
っ
て
卯
劾
し
た

一
ん
で
、
初
め
て
城
郭
の
規
模
を
仰
へ
、
後
院
長
二
年

遊
君
は
、
し
か
く
訟
即
雌
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
に
は
升
刻
岡
山
政
の
日
る
加
と
な
っ
た
。
五
年
前
凶
利

コ
マ
セ
ン

駒
鐙

馬
匹
設
で
あ
る
o
天
正
十
五

一
長
之
を
陥
れ
て
、
徳
川
氏
の
加
賜
す
る
所
と
な
り
、

年
二
且
寸
七
日
必
咋
加
の
駒
銭
を
一
匹
八
刊
文
と
定

一
見
永
十
六
年
前
川
利
治
蒐
設
を
こ
ふ
に
密
み
、
城
郭

め
た
な
ど
L
見
え
る
。

一
段
字
削
刊
め
て
枇
大
と
な
っ
た
。
瓜
治
元
年
利
市
川
凶
じ

コ
マ
h
F

小
又

臥
京
州
州
市
北
郷
に
M
制
す
る

mw問。一
た
が
、
そ
の
設
的
向
山
間
去
す
る
に
主
ら
ず
、
若
干
の

コ
守
主

小
又

問
主
制
拍
河
内
白
内
の
小
字
。

一
士
を
留
め
也
き
、
織
と
し
て
一
滞
一
械
の
制
外
に
在

コ
7

h
m

小
又

思

議

叩
の
内
の
小
字
。

一
っ
た
o
加
れ
滞
亦
特
別
の
施
政
を
な
し
、
絹
織
物

・

コ
マ
生
ガ
ハ

小
又
川

岡
山市山叩
に
在
っ
て
、
一

一
製本山
・剛
山
削
等
の
夜
に
日
み
、
城
下
の
紫
祭
殆
ど
抽
出

に
穴
水
川
と
も
い
か
O

挫
谷
の
束
悶
か
ら
愛
し
、
東

一
に
異
な
ら
な
か
っ
た
o

コ
.マ

小
松
表

ー
ヰ
ム
シ
ロ

附
註
。

コ
マ
ツ
ガ
タ
モ
ン
シ
ョ

ウ
ギ
ド
ウ
銀
総
位
。

コ
マ
ツ
ギ
ヌ
小
松

絹

小

松
附
近
の
剛
山
川
和
は
、

一一

文
明
十
一
年
遊
興
掛
川
后
の
廻
凶
和
記
に
、
『も
と
を
一
一

り
を
泌
り
侍
り
け
る
に
人
の
き
ぬ
を
織
る
を
見
侍
り
一
一

て
』
と
あ
る
の
を
初
見
と
す
る
。
前
川
利
市
が
克
袋

一一

を
こ
の
地
に
定
め
る
に
及
び
、
大
に
地
方
の
琵
換
を

一一

奨
励
し
た
か
ら
、昨訓
染
も
随
う
て
准
歩
し
た
こ
と
で

一一

あ
ら
う
。
前
川
綱
紀
以
後
に
は
文
献
揃
く
削
れ
、
抱
一
一

文
六
年
正
月
小
松
の
桁
利
口
を
金
仰
舶
に
引
上
げ
ら

一一

れ
た
る
こ
と
な
ど
が
見

え
る
。
元
縦
十
年
の
"
析
で
あ
一
-

る
凶
一
括
瓜
抑
制
犯
の
加
到
の
物
箆
に
、
小
訟
総
・
同
悦
一
一

総
・同
制
二
一郎
・開
中
部
と
あ
る
に
京
つ
て
は
、
昨
出
棋
布
一
一

名
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
o

E

コ
マ
ツ
グ
チ

小
松
口

初
公
務
烈
の
品
目
黒
一

一一

右
術
門
に
先
て
た
十
万
十
三
日
附
の
阪
航
に
、『
去
H
一一

十
七
日
於
加
到
凶
能
楽
泌
小
松
口
合
時
之
時
尚
一
討
一
-

制
一
苫
々
。
』
と
あ
る
。
こ
れ
は
永
松
七
年
の
こ
と
に
係
一
一

る。

小
松
皐
問
所

J
Y
ユ

コ
マ
ツ
グ
ン
キ

小
松
軍
記

一
加
。
一
名
小
松

川
刷
版
。
艇
長
治
年
前
凶
利
M
K
の
出
が
、
能
出{州制袖凶訓

畷
に
於
い
て
丹
羽
長
一政
の
勢
と
戦
う
た
始
米
を
記
す

る。

有
抑
氏
の
出
先
制
百
に
、
こ
の
辺
丹
羽
家
の
側
の
記

録
だ
か
ら
、
金
制
作
の
沙
汰
と
刺
註
す
る
所
少
〈
な
い

と
言
う
て
ゐ
る
。

コ
マ
ツ
ジ
ア
ン
ソ
ウ
ド
ウ

小
松
寺
庵
騒
動

明

和
中
小
松
の
認
宗
一
以
紙
本
…
辿
寺
が
川
巾
で
勢
力
者
説

は
ん
と
欲
し
、
本
側
剛
寺
の
創
立
制
問
法
胞
と
採
っ
て
出

訴
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
、
往
時
本
山
か
ら
能
尖
榔
二

百
二
十
品
川
村
の
惣
道
訟
に
賜
は
っ
た
組
問
の

mM
品開

は
、
引
に
之
を
湖
町
寺
に
悼
へ
、
寺
院
は
皆
本
願
寺

町
直
邸
と
な
っ
て
、
金
制
作
の
別
院
の
支
配
を
受
け
な

い
。
そ
れ
が
犯
に
宗
話
稲
も
す
れ
ば
助
絡
し
て
.
任

三
一
七


